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伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 100条第 14項から第 16項

までの規定に基づき、伊勢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （交付対象） 

第２条 政務活動費は、伊勢市議会における会派(所属議員が１人の場合を含む。以下「会

派」という。)に対して交付する。 

 

 

 (政務活動費を充てることができる経費の範囲) 

第６条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、

各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他

住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対

して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 
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別表(第６条関係) 

項目 内容 

調査研究費 
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に

関する経費 

研修費 
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会

の参加に要する経費 

広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 

広聴費 
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴

取、住民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会

派としての参加に要する経費 

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 

人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 

 


